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株 主 各 位 
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グランファースト新宿御苑 6 階 

ウェルプレイド・ライゼスト株式会社 
代表取締役 谷田 優也 

 
 

第７回定時株主総会招集ご通知 
 
 
拝啓 平素は格別のご高配を賜り厚く御礼申しあげます。 
さて、当社第７回定時株主総会を下記により開催いたしますので、ご出席くださいますようご通知申し
あげます。 
本株主総会の招集に際しては、電子提供措置をとっており、その内容である電子提供措置事項につきま
しては、インターネット上の当社ウェブサイト及び東京証券取引所ウェブサイトに「第７回定時株主総
会招集ご通知」として掲載しておりますので、以下の URL にアクセスのうえ、ご確認くださいますよう
お願い申し上げます。 

当社ウェブサイト https://wellplayed-rizest.jp/ir/ 
 
また、上記ウェブサイトのほか、東京証券取引所（東証）のウェブサイトにも掲載しておりますので、以
下の東証ウェブサイト（東証上場会社情報サービス）にアクセスして、銘柄名（会社名）または証券コー
ドを入力・検索し、「基本情報」、「縦覧書類／ＰＲ情報」を選択のうえ、ご確認くださいますようお願い
申しあげます。 
 

東証ウェブサイト（東証上場会社情報サービス）2022 年 12 月 29 日掲載予定 
https://www2.jpx.co.jp/tseHpFront/JJK010010Action.do 

 
なお、当日ご出席願えない場合は、お手数ながら後記の参考書類をご検討くださいまして、同封の委任状
用紙に賛否をご表示いただき、ご押印のうえ、ご返送くださいますようお願い申し上げます。 

敬具 
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記 
 
１．日時 

2023 年 1 月 24 日（火曜日）午前 10 時 
２．場所 

本社オフィス：東京都新宿区大京町 22-1 グランファースト新宿御苑 6 階 
３．目的事項 

報告事項 
１．第７期（2021 年 11 月１日から 2022 年 10 月 31 日まで）事業報告及び計算書類報告

の件 
決議事項 

第１号議案 ストック・オプションとして新株予約権を発行する件 
 

以上 
 
 当日ご出席の際は、お手数ながら同封の委任状用紙を会場受付にご提出くださいますようお願い

申しあげます。 
 電子提供措置事項に修正が生じた場合は、上記インターネット上の当社ウェブサイト及び東京証

券取引所ウェブサイトにその旨、修正前の事項及び修正後の事項を掲載させていただきます。 
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事業報告 
2021 年 11 月 １ 日から 
2022 年 10 月 31 日まで 

 

１．会社の現況に関する事項 
（１）当事業年度の事業の状況 

① 事業の経過及び成果 
当事業年度における日本経済は、新型コロナウイルス感染症による影響が継続しているものの、ワ

クチン接種の普及や各種政策の効果等により、経済活動の正常化に向けた動きが見受けられます。 
一方で、不安定な国際情勢等による急速な円安の進行や資源価格の高騰等により、企業を取り巻く

環境は依然として先行き不透明な状況が継続しております。 
当社を取り巻く事業環境としましては、e スポーツ市場は堅調に拡大しており、ゲーム総合情報メ

ディア「ファミ通」によれば、国内 e スポーツ市場規模は 2020 年の 66.8 億円から、2024 年には
184.2 億円まで拡大する見込みです。 

このような事業環境の中で、当社は「e スポーツの力を信じ、価値を創造し、世界を変えていく。」
をミッションに掲げ、売上の多くを占めるクライアントワークサービスを主軸に、パートナーソリュ
ーションサービス、ビジネスデザインサービスの３つのサービス提供を通じ、e スポーツ市場の拡大
と発展に取り組んでまいりました。 

当事業年度における売上高は 2,050,703 千円、営業利益は 211,070 千円、経常利益は 227,954
千円、当期純利益 144,696 千円となりました。 

 
なお、サービス別の売上高の概況は次の通りであります。 

 
a クライアントワークサービス 

e スポーツ市場が堅調に拡大していく中、上期において新型コロナウイルスの感染拡大に伴う一
部イベントの延期等もありましたが、下期においては延期されたイベントが順次再開されまし
た。 

この結果、クライアントワークサービス関連の売上高は、1,400,695 千円となりました。 
  

b パートナーソリューションサービス 
e スポーツ市場の成長に伴い、選手・実況者・解説者・インフルエンサーの活躍の機会も増加し

ております。当社においては、彼らの「ゲームプレイ」や「実況」の動画を配信・投稿する活動
を支援する「OC GAMES」サービスをクリーク・アンド・リバー社と協業で当期より開始しま
した。 

この結果、パートナーソリューションサービス関連の売上高は、520,484 千円となりました。 
  

c ビジネスデザインサービス 
e スポーツの新たな価値を創造するサービスやコンテンツを企画・開発することを目的として、

当期よりサービスを開始しております。e スポーツを他分野の領域とかけあわせたイベントを企
画・運営、地方自治体と組み新規プロジェクトを立ち上げるなど、新規市場の開拓を目指してお
ります。 

この結果、ビジネスデザインサービス関連の売上高は、129,522 千円となりました。 
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事業の部門別売上高 
事業別 売上高 

クライアントワークサービス 1,400,695 千円 
パートナーソリューションサービス 520,484 千円 
ビジネスデザインサービス 129,522 千円 

 
 

② 設備投資の状況 
当事業年度中において実施いたしました設備投資等の主なものは、次のとおりであります。 
附属設備 3,700 千円 
工具器具備品 7,808 千円 
車両運搬具 2,967 千円 
ソフトウェア 10,713 千円 

 
 

③ 資金調達の状況 
当期の資金調達は経常的な資金調達のみで、特に記載すべき事項はありません。 

 

（２）財産及び損益の状況 

区  分 第４期 
（2019 年 10 月期） 

第５期 
（2020 年 10 月期） 

第６期 
（2021 年 10 月期） 

第７期 
（当事業年度） 

（2022 年 10 月期） 

売上高 561,908 
千円 

831,006 
千円 

1,671,476 
千円 

2,050,703 
千円 

当期純利益又は当期純
損失（△） △47,399 

千円 
△8,040 

千円 
82,355 

千円 
144,696 

千円 

１株当たり当期純利益
又は当期純損失（△） △189,598.14 

円 
△3.22 

円 
32.94 

円 
57.88 

円 

総資産 239,846 
千円 

373,004 
千円 

820,812 
千円 

1,051,171 
千円 

純資産 55,108 
千円 

47,067 
千円 

129,422 
千円 

274,118 
千円 

１株当たり純資産 220,432.11 
円 

18.83 
円 

51.77 
円 

109.65 
円 

 (注)  
1. 記載金額は千円未満を切り捨てて表示しております。ただし、１株当たり当期純利益又は当期

純損失及び１株当たり純資産額は銭未満を四捨五入して表示しております。 
2. １株当たり当期純利益又は当期純損失は、期中平均発行済株式総数に基づいて算出しておりま

す。 
3. １株当たり純資産は、期末発行済株式総数に基づいて算出しております。 
4. 当社は、2020 年７月 30 日開催の株主総会決議により、2020 年７月 30 日付で普通株式１

株につき 10,000 株の株式分割を行っております。第５期の期首に当該株式分割が行われたと
仮定し、１株当たり純資産額及び１株当たり当期純利益又は１株当たり当期純損失（△）を算
定しております。 
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（３）対処すべき課題 

① コーポレートブランド価値の向上 
当社は、創業以来 e スポーツ専業の会社として、当社のビジョンである「ゲームプレイに肯定を

ゲーム観戦に熱狂をゲームにもっと市民権を」という価値観を体現していくことでブランド化を進
めてまいりました。 

具体的には、「ウェルプレイドフェスティバル」や「ゆるふわ e スポーツ座談会」など能動的に多
種多様なステークホルダーを巻き込んで交流を行うイベントを企画して発信するなどしておりま
す。「ウェルプレイドフェスティバル」では、様々なゲームタイトルのコミュニティリーダーと連
携して e スポーツ大会等のイベントを企画・運営し、約 2,000 名が来場しました。また、「ゆるふ
わ e スポーツ座談会」では、当社の人的ネットワークを活用して e スポーツ業界の最先端で活躍す
るプロ e スポーツ選手、ゲームプロデューサーといった多種多様な方々を招き、カジュアルに e ス
ポーツについて話をする場を提供し、幅広い来場者に参加していただきました。 

また、コーポレートブランドは、企業文化と密接につながっていると考えており、企業文化は評
価をはじめとした組織制度が作ると考えております。「ゲームを楽しんでいるか」を評価制度に組
み込むことにより e スポーツ企業としての組織の成長に努めてまいります。コーポレートブランド
の価値向上は、優秀な人材の確保や当社が開催する e スポーツイベント等のコンテンツの強化につ
ながるため、当社がさらなる成長をする上で重要であると考えております。優秀な人材の確保とい
う観点では、当社の理念に共感していただいた上での採用応募が増えるため、採用力の強化につな
がると認識しております。また、当社の有するコンテンツの強化の観点では、当社の提供するサー
ビスをまだ利用していない潜在的なユーザーへのマーケティングと既存ユーザーのロイヤリティの
向上が可能と考えております。 

今後も e スポーツ企業として様々なサービスの提供と組織制度の構築・運用を実践するととも
に、当社の活動をコーポレートサイトや各種メディア、書籍等で世の中に継続的に発信し続けるこ
とで、当社の知名度を向上させ、コーポレートブランド価値の向上を図っていく方針です。 

 
② 新技術及び新規ゲームタイトルへの対応 
当社が属する業界では技術革新が絶え間なく行われており、近年では、スマートフォンやタブレ

ット型端末の普及が進み、モバイルゲームの e スポーツ市場が拡大しております。このような事業
環境の下で当社が事業を継続的に拡大していくには、スマートフォンに限らず、ハードウェアから
ソフトウェアまで様々な新技術に適時に対応していくことが必要であると認識しております。社内
で新技術に対応するためのテクニカルチームを持つとともに、新技術に関する勉強会や新技術を用
いた案件の発表会を開催することで、新技術に触れる機会を創出するとともにサービスへの新技術
の積極的な活用を促し、新技術への対応を進めております。また、新技術と同様に新規ゲームタイ
トルも常にリリースされますが、新規ゲームタイトルのゲームプレイ時間を確保する文化をつくる
とともに、社内のゲーム大会等で新規ゲームに触れる機会をつくることで対応してまいります。 

 
③ 人材育成による生産性の向上 
当社にとって最も重要な資産は「人」であり、優秀な人材の獲得や人材育成は当社にとって重要

な経営課題の一つであると認識しております。当社は、企業理念の社内浸透やリモートワーク環境
の整備及びオンライン研修制度の整備を強化し、人材育成を通じて会社全体の生産性を向上させる
ことで、さらなる収益性の向上に努めてまいります。 
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④ 健全性・安全性の維持 
当社は、ユーザーが安心して利用できるサービスを提供することが、信頼性の向上、ひいては事

業の発展に寄与するものと認識しております。当社は、e スポーツに関連する様々なサービスを提
供しておりますが、ステークホルダーが安心して利用できるように安全性や健全性を継続的に強化
していくことが必要であると考えております。個人情報保護や知的財産保護等に関する安全性の強
化に加え、e スポーツ選手・実況者・解説者・インフルエンサー等に対してコンプライアンス研修
やコンテンツ管理に注力することで、健全性維持に取り組んでおります。 

 
⑤ 内部管理体制の充実 
当社は、今後もより一層の事業拡大を見込んでおります。そのため、今後当社の事業拡大に応じ

た内部管理体制の構築を図るとともに、金融商品取引法における内部統制報告制度の適用等も踏ま
え、より一層のコーポレート・ガバナンスの充実に取り組んでまいります。 

また、当社の成長速度に見合った人材の確保及び育成も重要な課題と認識しており、継続的な採
用活動と研修活動を行ってまいります。 

 
 

（４）主要な事業内容（2022 年 10 月 31 日現在） 

事業区分 事業内容 

クライアントワークサービス ゲームメーカーをはじめとしたクライアントに対し、e
スポーツイベントの企画・運営等 

パートナーソリューションサービス e スポーツ選手・実況者・解説者・インフルエンサー等の
e スポーツに関わる「人」への活動支援等 

ビジネスデザインサービス 
e スポーツの新たな価値を創造するサービスやコンテン
ツの企画・開発等 

 
 
（５）主要な営業所及び工場（2022 年 10 月 31 日現在） 

名称 所在地 

本社 東京都新宿区大京町 22-1 グランファースト新宿御苑 6 階 
 
（６）従業員の状況（2022 年 10 月 31 日現在） 

従業員数 前事業年度末比増減 平均年齢 平均勤続年数 

62 名 7 名増 30.3 歳 2.9 年 
 (注) 

1. 従業員数には、派遣社員、パートタイマー及びアルバイトは含まれておりません。 
2. 平均年齢・平均勤続年数は、小数点第１位未満を切り捨てて表示しております。 
3. 当社は e スポーツ関連事業の単一セグメントのため、セグメント別の記載は省略しておりま

す。 
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（７）重要な親会社及び子会社の状況 
① 親会社との関係（2022 年 10 月 31 日現在） 

会社名 持株数 
（千株） 

親会社の議決権
所有割合 
（％） 

当社との関係 

株式会社カヤック 1,560 62.4 

資金の借入 
同社のトーナメントプラットフォーム
の利用や当社からの e スポーツイベン
トの提供等の営業取引 
債務被保証 

 
② 親会社等との間の取引に関する事項 

a. 当該取引に当たっての当社の利益を害さないよう留意した事項 
当社は、親会社グループと取引に関して、市場実勢価格や市場金利等を勘案し、第三者

との取引以上に、慎重に条件の妥当性を検証して取引を行っております。当社では、関連
当事者取引を行う際には、取締役会決議を必要としております。また、管理部門における
取引開始時の確認や、監査役監査や内部監査における事後確認を行うことで、同社との取
引における健全性及び適正性確保の仕組みを整備しております。 

b. 当該取引が当社の利害を害さないかどうかについての取締役会の判断及びその理由 
意思決定におけるプロセス等につきましては、社外役員の経営監視・監督のもと、取引

の公正性を確保することで少数株主に不利益を与えないものと判断しております。 
c. 取締役会の判断が社外取締役の意見と異なる場合の当該意見 

該当事項はありません。 
 
③ 重要な子会社の状況 

  該当事項はありません。 
 

④ 事業年度末日における特定完全子会社の状況 
  該当事項はありません。 
 
 
（８）主要な借入先（2022 年 10 月 31 日現在） 

借入先 借入金残高 

株式会社三井住友銀行 318,001 千円 

株式会社日本政策金融公庫 59,900 千円 

 
（９）その他会社の現況に関する重要な事項 
  該当事項はありません。 
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２．株式の状況（2022 年 10 月 31 日現在） 
（１）発行可能株式総数 10,000,000 株 
（２）発行済株式の総数 2,500,000 株 
（３）当事業年度末の株主数 10 名 
（４）大株主  

株主名 持株数 持株比率 

㈱カヤック 1,560,000 株  62.40% 

谷田 優也 240,000 株 9.60% 

髙尾 恭平  240,000 株 9.60% 

副島 雄一 240,000 株 9.60% 

原田 清士 60,000 株 2.40% 

古澤 明仁 50,000 株  2.00% 

鈴木 文雄 37,500 株 1.50% 

若山 史郎 35,000 株 1.40% 

浅野 洋将 25,000 株 1.00% 

本田 亮輔 12,500 株 0.50% 

 

 
（５）当事業年度中に職務執行の対価として当社役員に対し交付した株式の状況 

該当事項はありません。 
 
 

３． 新株予約権等に関する事項 
（１）当事業年度の末日において当社役員が保有している職務執行の対価として交付された新株予約権
の状況 

該当事項はありません。 
 
 
（２）当事業年度中に職務執行の対価として当社使用人等に対し交付した新株予約権の状況 

該当事項はありません。 
 
 
（３）その他新株予約権等に関する重要な事項 

該当事項はありません。  
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４．会社役員の状況 
（１）取締役及び監査役の状況（2022 年 10 月 31 日現在） 

会社における地
位 氏名 担当及び重要な兼職の状況 

代表取締役 谷田 優也  

代表取締役 髙尾 恭平  

代表取締役 古澤 明仁  

取締役 原田 清士 有限会社 COLLABOSTUDIO 取締役 

取締役 浅野 洋将 PS 事業部長 

取締役 村田 光至朗 管理本部長 

取締役 田村 征也 株式会社千葉ジェッツふなばし 
代表取締役社長 

常勤監査役 岩﨑 恵子 
(戸籍上の氏名 安彦恵子) 

岩﨑恵子公認会計士事務所 代表 

監査役 松本 祐輝 西村あさひ法律事務所 アソシエイト 

監査役 山田 洋司 株式会社パイプ 従業員 

 (注) 
1. 取締役田村征也は、社外取締役であります。 
2. 監査役岩﨑恵子、松本祐輝及び山田洋司は、社外監査役であります。 
3. 監査役岩﨑恵子は、公認会計士として 経営全般及び財務会計に関する相当程度の知見を有する

ものであります。 

 

（２）責任限定契約の内容の概要 
当社と社外取締役及び社外監査役は、会社法第 427 条第１項に基づき、同法第 423 条第１項の損

害賠償責任を限定する契約を結んでおります。当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、法令が定
める額としております。なお、当該責任限定が認められるのは、当該社外取締役及び社外監査役が責
任の原因となった職務の遂行について善意でかつ重大な過失がないときに限られております。 
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（３）取締役及び監査役の報酬等 
① 役員報酬等の内容の決定に関する方針等 

当社は、取締役の個別報酬等の内容に係る決定方針について、「各取締役の報酬等は、株主総会
で決定した報酬総額の限度内において、取締役会の決議に基づき一任された代表取締役が、各取締
役の役割、貢献度、業績等の経営状況、経済情勢等を考慮して決定する」旨を役員規程に定めてお
り、基本報酬となる金銭報酬については、業績連動報酬制度は採用しておりません。 

当社は、各取締役の評価を行うにあたり、当社の企業理念を深く理解し業績を全体的かつ俯瞰的
に把握している代表取締役が最も適していると判断し、かつ、より慎重な協議に基づき評価を行う
事が出来ると判断した結果、代表取締役谷田優也・髙尾恭平・古澤明仁の３名に対して取締役の個
人別の報酬額の決定を委任しております。 

取締役会において、当事業年度に係る取締役の個別の報酬等について報酬等の内容の決定方法及
び決定された報酬等の内容が、取締役会で決議された決定方針と整合していることを確認してお
り、当該決定方針に沿うものであると判断しております。 

なお、監査役については、監査役の協議によって各人の報酬等の額を決定しております。 
  

② 当事業年度に係る報酬等の総額等 

役員区分 報酬等の総額 
(千円) 

報酬等の種類別の総額(千円)  対象となる 
役員の員数 

(名) 基本報酬 業績連動報酬 非金銭的報酬 

取締役 
(社外取締役を除く。) 68,482 68,482 ― ― 6 

監査役 
(社外監査役を除く。) ― ― ― ― ― 

社外取締役 2,000 2,000 ― ― 1 

社外監査役 11,250 11,250 ― ― 3 

 (注) 
1. 取締役の報酬限度額は、2022 年７月 29 日開催の臨時株主総会において、年額 85,000 千円と

決議いただいており、現在の取締役人数は７名であります。 
2. 監査役の報酬限度額は、2021 年１月 28 日開催の臨時株主総会において、年額 12,000 千円と

決議いただいており、現在の監査役人数は３名であります。 
 

③ 当事業年度に支払った役員退職慰労金 
該当事項はありません。 

 
④ 社外役員が親会社等又は親会社等の子会社等（当社を除く）から受けた役員報酬等の総額 

該当事項はありません。 
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（４） 社外役員に関する事項 
① 他の法人等の重要な兼職の状況及び当社と当該他の法人等との関係 

社外取締役及び社外監査役の重要な兼職の状況について４．会社役員の状況 (1)取締役及び監査
役の状況（2022 年 10 月 31 日現在）に記載のとおりであります。なお、兼職先である各法人等
と当社との間には特別の関係はありません。 

 
② 当事業年度における主な活動状況 

区分 氏名 主な活動状況 

社外取締役 田村 征也 就任日の 2022 年 1 月 25 日以降に開催された取締役会 12 回のす
べてに出席いたしました。エンタメコンテンツ(ゲームやプロスポー
ツ)の経営を経験してきた知見があり、出席した取締役会において、
当社の経営に関する客観的かつ有用な提言及び議案審議等に必要な
発言を積極的に行い、意思決定の妥当性・適正性を確保するための
適切な役割を果たしておりました。 

社外監査役 岩﨑 恵子 当事業年度に開催された取締役会 15 回のすべてに、また、監査役
会 14 回のすべてに出席いたしました。公認会計士としての専門的
見地から、出席した取締役会及び監査役会において必要な発言を行
い、意思決定の妥当性・適正性を確保するための適切な役割を果た
しておりました。 

社外監査役 松本 祐輝 当事業年度に開催された取締役会 15 回のすべてに、また、監査役
会 14 回のすべてに出席いたしました。弁護士としての法律全般に
関する豊富な知識を有するとともに、e スポーツ業界における関連
業法についても精通しており、出席した取締役会及び監査役会にお
いて必要な発言を行い、意思決定の妥当性・適正性を確保するため
の適切な役割を果たしておりました。 

社外監査役 山田 洋司 当事業年度に開催された取締役会 15 回のすべてに、また、監査役
会 14 回のすべてに出席いたしました。長年に亘る IT 業界での経歴
と経営者としての経験があり、客観的な立場から当社の職務遂行に
ついて、出席した取締役会及び監査役会において必要な発言を行
い、意思決定の妥当性・適正性を確保するための適切な役割を果た
しておりました。 
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５．会計監査人の状況 
（１）名称 監査法人Ａ＆Ａパートナーズ 
 
（２）報酬等の額 

 報 酬 等 の 額 

当事業年度に係る会計監査人の報酬等の額 19,700 千円 

（注） 
1. 当社と会計監査人との間の監査契約において、会社法に基づく監査と金融商品取引法に基づく

監査の監査報酬等の額を明確に区分しておらず、実質的にも区分できませんので、当事業年度
に係る会計監査人の報酬等の額にはこれらの合計額を記載しております。 

2. 監査役会は、会計監査人の監査結果の内容、会計監査の職務遂行状況及び報酬見積もりの算定
根拠等について、その適切性・妥当性を検討した結果、会計監査人の報酬等の額につき同意の
判断をいたしました。 

 
（３）非監査業務の内容 

該当事項はありません。 
 
（４）会計監査人の解任又は不再任の決定の方針 

監査役会は、会計監査人の職務の執行に支障がある場合等、その必要があると判断した場合は、
株主総会に提出する会計監査人の解任又は不再任に関する議案の内容を決定いたします。 

監査役会は、会計監査人が会社法第 340 条第１項各号に定める項目に該当すると認められる場
合は、監査役全員の同意に基づき会計監査人を解任いたします。 

この場合、監査役会が選定した監査役は、解任後最初に招集される株主総会におきまして、会計
監査人を解任した旨と解任の理由を報告いたします。 
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６．業務の適正を確保するための体制及び当該体制の運用状況 
（１）業務の適正を確保するための体制についての決定内容の概要 

取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制その他会社の業務の適
正を確保するための体制についての決定内容の概要は以下のとおりであります。 

当社は、業務の適正性を確保するための体制として、「財務報告に係る内部統制の基本方針」を
定め、現在その基本方針に基づき、具体的な統制活動を整備し、内部統制システムの運用を行って
おります。その概要は以下のとおりです。 

 
a 取締役、使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制 

(a) 取締役、使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するため、「経営理念」
「コンプライアンス規程」等を制定し、役職員はこれを遵守しております。 

(b) 「取締役会規程」を始めとする社内諸規程を制定し、役職員の職務執行が法令及び定款に適
合するように担保しております。 

(c) コンプライアンス委員会を設置し、全役職員が法令等を遵守した行動、高い倫理観をもった
行動をとることを促すとともに、研修等を定期的に実施することにより「コンプライアンス
規程」等の周知徹底をしております。また、内部通報制度も確立しており、不適切な行為の
兆候もしくは不適切な行為を発見した場合に報告・相談できるルートが確保されています。 

(d) 役職員の職務執行の適切性を確保するため、代表取締役直轄の内部監査人を設置し、「内部
監査規程」に基づき内部監査を実施しております。また、内部監査人は必要に応じて会計監
査人と情報交換を実施しております。 

 
b 取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制 

(a) 取締役会議事録、その他重要な書類等の取締役の職務執行に係る情報の取り扱いは「文書管
理規程」等の社内規程に基づき、文章または電磁的媒体に記録し、適切に保存及び管理して
おります。 

(b) 文章管理部署の総務部は、取締役及び監査役の閲覧請求に対して、何時でもこれら文書を閲
覧に供せるように管理しております。 

 
c 損失の危険の管理に関する規程その他の体制 

当社は、取締役会がリスク管理体制を構築する責任と権限を有し、これに従いリスク管理に係る
リスク管理委員会を設置し、多様なリスクを可能な限り未然に防止し、危機発生時には企業価値の
毀損を極小化するための体制を整備しております。 

 
d 取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制 

(a) 定時取締役会を毎月１回開催するほか、機動的に意思決定を行うため、臨時取締役会を開催
するものとし、適切な職務執行が行える体制を確保しております。 

(b) 毎月１回の定時取締役会に加え、取締役会の意思決定に資すること、多様なリスクを可能な
限り把握し対応するために、事業部長会議を毎週１回開催しております。 

 
e 当社並びにその子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制 
当社子会社は存在しないため、該当事項はありません。 
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f 監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する事項
及びその使用人の取締役からの独立性に関する事項 
特段職務を補助すべき使用人を置いてはおりませんが、監査役が使用人を置くことを求めた場合に
おいては、以下の事項を実施する予定であります。 

(a) 監査役の職務を補助すべき使用人は、必要に応じてその人員を確保する。 
(b) 当該使用人が監査役の職務を補助すべき期間中の指揮権は、監査役に委嘱されたものとし

て、取締役の指揮命令は受けないものとし、その期間中の当該使用人の人事評価においても
独立性に影響を与えないように実施する。 

 
g 取締役及び使用人が監査役に報告するための体制その他監査役への報告に関する体制 

(a) 取締役及び使用人は、監査役会の定めに従い、各監査役の要請に応じて必要な報告及び情報
提供を行っております。 

(b) 監査役への報告・情報提供は以下のとおりであります。 
イ 取締役会での報告、情報提供 
ロ 各事業部長等のヒアリング時の報告、情報提供等 

 
h その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制 

(a) 代表取締役及び内部監査人は、監査役と必要に応じて意見交換を行っております。 
(b) 監査役は、取締役会を始め、事業部長会議等重要な会議に出席することにより、重要な報告

を受ける体制となっております。 
(c) 監査役は、会計監査人とコミュニケーションを図ることにより、監査環境を整備し監査の有

効性、効率性を高めております。 
 

i 現状において明らかになった課題・改善点 
現状において、明らかになった重要な課題はございません。 

 
j 財務報告の信頼性を確保するための体制 

財務報告の信頼性を確保するため、内部監査人を設置し、財務報告の適正を確保するため、全社
的な統制活動及び各業務プロセスの統制活動を強化し、その運用体制を構築しております。 

 
k 反社会的勢力との取引排除に向けた基本的考え方及びその整備状況 

(a) 反社会的勢力との取引排除に向けた基本的な考え方 
イ 当社の社内規程等に明文の根拠を設け、組織全員が一丸となって反社会的勢力の排除に取

り組む 
ロ 反社会的勢力とは取引関係を含めて一切関係を持たない。また、反社会的勢力による不当

要求は一切を拒絶する 
(b) 反社会的勢力との取引排除に向けた整備状況 

イ 「反社会的勢力排除に関する規程」において反社会的勢力に対する姿勢について明文化
し、全職員の行動指針とする 

ロ 反社会的勢力の排除を推進するために総務部を管理部署としている 
ハ 「反社会的勢力対応マニュアル」を整備し、反社会的勢力排除のための体制構築に取り組

む 
ニ 取引先等について、反社会的勢力との関係に関して確認を行う 
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ホ 反社会的勢力の該当有無の確認のため、外部関係機関等から得た反社会的勢力情報の収集
に取り組む 

ヘ 暴力団追放運動推進都民センターの賛助会員に加入し、情報収集と社内への情報共有を行
う 

ト 取引先との間で締結する「基本契約書」では、取引先が反社会的勢力であることが判明し
た場合には、契約を解除できる条項を盛り込む 

 
 
（２） 業務の適正を確保するための体制の運用状況の概要 
 業務の適正を確保するための体制の運用状況の概要は以下のとおりであります。 
 

(a) 取締役会 
当社の取締役会は取締役７名により構成されており、月１回定時取締役会を開催しているほ

か、必要に応じて臨時取締役会を開催しております。取締役会では、経営に関する重要な意思決
定を行うとともに、取締役の職務の執行状況を多面的に監督・監視し、当社の経営の効率性及び
透明性を確保できるよう努めております。 

 
(b) 監査役会 

当社の監査役会は３名（全て社外監査役）で構成されており、うち１名は常勤監査役でありま
す。各監査役は、監査役会で策定された監査役会規程、監査役監査基準及び監査計画に基づき、
取締役会をはじめとする重要な会議に出席し、必要に応じて意見を率直に表明するとともに、取
締役及び事業部門にヒアリングをおこない、社外の独立した立場から経営に対して適正な監視を
行うこととしております。さらに、内部監査人及び会計監査人との連携を密にして、監査の実効
性と効率性の向上を図っております。 

 
(c) 事業部長会議 

原則として毎週１回開催しております。事業部長会議には、社内取締役、事業部長、その他取
締役が必要と認める者が参加しております。なお、常勤監査役もオブザーバーとして出席してお
ります。事業部長会議では、各事業部門及び管理部門から業務執行状況が報告されるとともに、
それに基づき計画策定・修正について討議をおこなっております。また、会社全体にわたる重要
な情報の収集・分析結果及び各部門が直面する事業機会と課題について経営幹部が共有し協議し
ております。これは取締役その他の意思決定者による迅速かつ的確な経営判断に資するととも
に、部署間の協力体制を促進することを目指すものであります。 

 
(d) コンプライアンス委員会 

当社は、コンプライアンスに関する事項の協議を行い、法令等の遵守徹底を図るため、コンプ
ライアンス委員会を設置しております。当委員会は、代表取締役が委員長を務め、取締役１名、
その他委員長の指名する者で構成され、常勤監査役及び社外監査役１名もオブザーバーとして出
席しております。また、原則として、毎月１回開催しております。 
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(e) リスク管理委員会 
当社は、リスク管理の検討、審議等を行うためリスク管理委員会を設置しております。当委員

会は、代表取締役が委員長を務め、取締役１名、その他委員長の指名する者で構成され、常勤監
査役もオブザーバーとして出席しております。また、原則として、毎月１回開催しております。 

 
 

７．会社の支配に関する基本方針 
該当事項はありません。 
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貸借対照表 
（2022 年 10 月 31 日現在） 

 
     （単位： 千円） 

資 産 の 部 負 債 の 部 

科  目 金  額 科  目 金  額 

流 動 資 産 770,046 流 動 負 債 547,048 

現金及び預金 212,358 買掛金 188,865 

受取手形 91,972 短期借入金 100,000 

売掛金 369,020 一年内返済予定の長期借入金 47,895 

商品 3 未払金 26,729 

仕掛品 74,906 未払費用 15,002 

前渡金 6,969 未払法人税等 78,023 

前払費用 16,598 未払消費税等 826 

その他 664 前受金 56,389 

貸倒引当金 △ 2,446 預り金 32,345 

固 定 資 産 281,125 その他 971 

有形固定資産 40,403 固 定 負 債 230,005 

建物 36,648 長期借入金 230,005 

減価償却累計額 △16,037   

工具器具備品 73,131   

減価償却累計額 △54,822   

車両運搬具 2,967    

減価償却累計額 △ 1,483 負 債 合 計 777,053 

無形固定資産 181,705 純 資 産 の 部 

のれん 168,515 株 主 資 本 274,118 

ソフトウエア 13,190 資本金 38,500 

投資その他の資産 59,015 資本剰余金 37,500 

敷金 46,642 資本準備金 37,500 

長期前払費用 1,811 利益剰余金 198,118 

繰延税金資産 10,560 その他利益剰余金 198,118 

その他 818 繰越利益剰余金 198,118 

貸倒引当金 △ 818 純資産合計 274,118 

資 産 合 計 1,051,171 負債及び純資産合計 1,051,171 

（注）金額は、千円未満を切り捨てて表示しております。 
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損益計算書 
2021 年 11 月１日から 

2022 年 10 月 31 日まで 
 

    （単位： 千円） 

科 目 金 額 

売上高   2,050,703 

売上原価   1,396,128 

  売上総利益   654,574 

販売費及び一般管理費   443,504 

  営業利益   211,070 

営業外収益    

  受取利息 1  

  助成金収入 14,397  

  為替差益 4,011  

  その他 1,178 19,589 

営業外費用    

  支払利息 2,689  

  その他 15 2,705 

  経常利益   227,954 

  税引前当期純利益   227,954 

  法人税・住民税及び事業税 86,727   

  法人税等調整額 △ 3,468  83,258 

  当期純利益   144,696 

（注）金額は、千円未満を切り捨てて表示しております。 
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株主資本等変動計算書 
2021 年 11 月１日から 

2022 年 10 月 31 日まで 
 

      （単位： 千円） 

 

株主資本 

純資産合計 

 資本剰余金 利益剰余金 

株主資本合計 
資本金 

資本準備

金 

資本剰余

金合計 

その他利益 

剰余金 利益剰余金合計 

繰越利益剰余金 

当期首残高 38,500 37,500 37,500 53,422 53,422 129,422 129,422 

当期変動額               

当期純利益       144,696 144,696 144,696 144,696 

当期変動額合計 － － － 144,696 144,696 144,696 144,696 

当期末残高 38,500 37,500 37,500 198,118 198,118 274,118 274,118 

（注）金額は、千円未満を切り捨てて表示しております。 
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個別注記表 

１．重要な会計方針に係る事項に関する注記 
（１）棚卸資産の評価基準及び評価方法

通常の販売目的で保有する棚卸資産
評価基準は原価法(収益性の低下による簿価切下げの方法)

① 商品 総平均法 
② 仕掛品 個別法 

（２）固定資産の減価償却の方法
① 有形固定資産(リース資産を除く)

定率法を採用しております。ただし、1998 年４月１日以降に取得した建物(建物附属設備は除
く)並びに 2016 年４月１日以降に取得した建物附属設備及び構築物については、定額法を採用し
ております。 

なお、主な耐用年数は次のとおりであります。 
建物 ３～15 年 
工具器具備品 ２～15 年 
車両運搬具 ４年 

② 無形固定資産(リース資産を除く)
定額法を採用しております。
なお、主な償却年数は次のとおりであります。
のれん 10 年 
ソフトウェア（自社利用分） ２～５年 （社内における利用可能期間）

（３）引当金の計上基準
① 貸倒引当金

債権の貸倒損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の
債権については個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上しております。 

（４）重要な収益及び費用の計上基準
当社の主要な事業における主な履行義務の内容及び収益を認識する通常の時点は以下のとおりであ

ります。 
① クライアントワークサービス

当社設立当時からのサービスであり、ゲームメーカーをはじめとしたクライアントに対し、e
スポーツイベントの企画・運営を行っております。

収益構造としては、e スポーツイベントの制作及び e スポーツ施設の運営・設計・機材調達等
を、クライアントから直接、もしくは広告代理店を介して、受託し、イベント制作費や施設設
計・運営費を収受しており、イベント終了時点で履行義務が充足されると判断し、当該時点で収
益を認識しております。 
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② パートナーソリューションサービス 
パートナーソリューションサービスは、e スポーツ選手・実況者・解説者・インフルエンサー

等の e スポーツに関わる「人」に対して様々な収益機会を創出、提供するサービスです。 
収益構造としては、スポンサー仲介業務、インフルエンサーマーケティング業務、キャスティ

ング業務については、イベント主催者等のクライアントから委託料を収受しております。また、
クリエイターサポートサービスである「OC GAMES」については、ゲーム実況者や e スポーツ
選手等のクリエイターがつくる動画の広告収入の一部を手数料として得ております。委託料につ
いては、主にクリエイターが役務を提供する義務を負っており、クリエイターの役務提供の完了
をもって当社履行義務が充足されると判断し、当該時点で収益を認識しております。手数料につ
いては、クリエイターの利用期間に応じて履行義務が充足されることから、当該期間で収益を認
識しております。 

  
③ ビジネスデザインサービス 

ビジネスデザインサービスは、e スポーツの新たな価値を創造するサービスやコンテンツを企
画・開発することを目的として、2022 年 10 月期よりサービスを開始しております。e スポー
ツを他分野の領域とかけあわせたイベントを企画・運営、他業種のパートナーと組んで新規プロ
ジェクトを立ち上げるなど新規市場の開拓を目指しております。 

収益構造としては、大部分が e スポーツイベントに対するスポンサー料と、スポンサー仲介の
委託料となっており、スポンサー料及び委託料は、契約上の条件が履行された時点をもって履行
義務が充足されると判断し、当該時点で収益を認識しております。 

  

２．会計方針の変更に関する注記 
(収益認識に関する会計基準等の適用) 

「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第 29 号 2020 年 3 月 31 日。以下「収益認識会計
基準」という。)等を当事業年度の期首から適用し、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した
時点で、当該財又はサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識することといたしまし
た。 

収益認識会計基準等の適用については、収益認識会計基準第 84 項ただし書きに定める経過的な取
扱いに従っており、当事業年度の期首より前に新たな会計方針を遡及適用した場合の累積的影響額
を、当事業年度の期首の利益剰余金に加減し、当該期首残高から新たな会計方針を適用しておりま
す。この結果、当事業年度の損益に与える影響はありません。また、利益剰余金の期首残高への影響
はありません。 

 
(時価の算定に関する会計基準等の適用) 

「時価の算定に関する会計基準」(企業会計基準第 30 号 2019 年 7 月 4 日。以下「時価算定会計
基準」という。)等を当事業年度の期首から適用し、時価算定会計基準第 19 項及び「金融商品に関す
る会計基準」(企業会計基準第 10 号 2019 年 7 月 4 日)第 44-2 項に定める経過的な取扱いに従っ
て、時価算定会計基準等が定める新たな会計方針を、将来にわたって適用することとしております。
これによる、当事業年度の計算書類に与える影響はありません。 
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３．会計上の見積りに関する注記 
(１）当事業年度の計算書類に計上した金額 

のれん 168,515 千円 
 
(２）識別した項目に係る重要な会計上の見積りの内容に関する情報 

企業結合により取得したのれんは、被取得企業の今後の事業展開によって期待される将来の超過収
益力として、取得原価と被取得企業の識別可能資産及び負債の企業結合日時点の時価との差額で計上
し、その効果の及ぶ期間にわたって、定額法により規則的に償却しております。 

資産又は資産グループから得られる営業損益を用いて減損の兆候の有無を判定しております。減損
の兆候がある場合には減損損失を認識するかどうかの判定を行っておりますが、当事業年度において
は、上記ののれんについて、減損の兆候はありません。 

減損の兆候の把握に用いた事業計画には、市場成長率等の将来の事業環境の予測が含まれており、
見積りの不確実性があります。見積りの前提条件や事業環境等に変化が見られた場合には、翌事業年
度以降の計算書類において重要な影響を与える可能性があります。 

 
 

４．貸借対照表に関する注記 
（１）関係会社に対する金銭債権、債務は次のとおりであります。 

売掛金 14,022 千円 
買掛金 330 千円 
未払金 605 千円 
未払費用 42 千円 

 

５．損益計算書に関する注記 
（１）関係会社との取引高 

 営業取引による取引高 
売上 59,073 千円 
売上原価 3,300 千円 
販売費及び一般管理費 1,018 千円 

営業取引以外の取引高 1,174 千円 
 
 

６．株主資本等変動計算書に関する注記 
（１）当事業年度の末日における発行済株式の種類及び総数 

普通株式 2,500,000 株 
 
（２）自己株式に関する事項 

 該当事項はありません。 
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７．金融商品に関する注記 
（１）金融商品の状況に関する事項 

① 金融商品に対する取組方針 
当社は e スポーツを文化とするために必要な資金（主に銀行借入）を調達しております。一時的

な余剰資金は安全性の高い短期的な銀行預金等に限定して運用しております。デリバティブ取引は
行わない方針であります。 

  
② 金融商品の内容及びそのリスク並びにリスク管理体制 

(a) 受取手形及び売掛金  
営業債権である受取手形及び売掛金は顧客の信用リスクに晒されております。当該リスクに関

しては、当社の経理規程に従い、経理担当部門が取引先ごとの期日管理を行うとともに、回収遅
延のおそれがあるときは事業部門と連絡を取り、速やかに適切な処理を行っています。 
(b) 買掛金、前受金及び借入金 

営業債務である買掛金は、１年以内の支払期日であります。前受金は、役務提供前に顧客から
受け取った金銭であり、収益の認識に伴い取り崩されます。借入金は、主に事業投資や事業運営
に必要な資金の調達を目的としたものであります。 

営業債務及び借入金は、資金調達に係る流動性リスク（支払期日に支払いを実行できなくなる
リスク）に晒されておりますが、各部署からの報告に基づき、財務部が適時に資金繰計画を作
成・更新することにより、流動性リスクを管理しております。 

  
③ 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明 

金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定され
た価額が含まれております。当該価額の算定においては変動要因を織り込んでいるため、異なる前
提条件等を採用することにより、当該価額が変動することもあります。 

  
（２）金融商品の時価等に関する事項 

貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。なお、「現金及び
預金」、「受取手形」、「売掛金」、「買掛金」、「短期借入金」、「前受金」は短期間で決済されるため時価
が帳簿価額に近似することから、注記を省略しております。 

 

  
貸借対照表計上額 

(千円) 
時価 

(千円) 
差額 

(千円) 
長期借入金 277,901  273,711  △ 4,189  

   (注）上記金額には、１年以内返済予定分を含めております。 
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(注１) 金銭債権の決算日後の償還予定額 

  
１年以内 
(千円) 

１年超 
５年以内 
(千円) 

５年超 
10 年以内 

(千円) 

10 年超 
(千円) 

現金及び預金 212,204  ―  ―  ―  
受取手形 91,972  ―  ―  ―  
売掛金 369,020  ―  ―  ―  

合計 673,197  ―  ―  ―  
 

(注２) 長期借入金の決算日後の返済予定額 

  １年以内 
(千円) 

１年超 
２年以内 
(千円) 

２年超 
３年以内 
(千円) 

３年超 
４年以内 
(千円) 

４年超 
５年以内 
(千円) 

５年超 
(千円) 

短期借入金 100,000   ―  ― ―  ―  ―  
長期借入金 47,895  50,695  50,695  47,071  44,049  37,491  

合計 147,895  50,695  50,695  47,071  44,049  37,491  
 
（３）金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項 

金融商品の時価を、時価の算定に係るインプットの観察可能性及び重要性に応じて、以下の３つの
レベルに分類しております。 

レベル１の時価：観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、活発な市場において形成される
当該時価の算定の対象となる資産又は負債に関する相場価格により算定した時価 

レベル２の時価：観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、レベル１のインプット以外の時
価の算定に係るインプットを用いて算定した時価 

レベル３の時価：観察できない時価の算定に係るインプットを使用して算定した時価 
時価の算定に重要な影響を与えるインプットを複数使用している場合には、それらのインプット

がそれぞれ属するレベルのうち、時価の算定における優先順位が最も低いレベルに時価を分類して
おります。 

 
(1）時価で貸借対照表に計上している金融商品 
  該当事項はありません。 
 
(2）時価で貸借対照表に計上している金融商品以外の金融商品 

区分  
時価（千円） 

レベル１ レベル２ レベル３ 合計 
長期借入金(※) ―  273,711  ―  273,711  

負債計 ―  273,711  ―  273,711  
(※）時価の算定に用いた評価技法及び時価の算定に係るインプットの説明 

長期借入金の時価は、元利金の合計額を同様の新規借入等を行った場合に想定される利率を
基に、割引現在価値法により算定しており、レベル２の時価に分類しております。 
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８．税効果会計に関する注記 
繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳 
繰延税金資産 
  減価償却超過額 2,554 千円 
  貸倒引当金 999 千円 
  資産除去債務 1,554 千円 
  未払事業税 7,006 千円 
繰延税金資産合計 12,114 千円 
評価性引当額 △1,554 千円 
繰延税金資産の純額 10,560 千円 

９．関連当事者との取引に関する注記 
（１）当社の親会社及び主要株主（会社等の場合に限る。）等

種類 会社等の名
称又は氏名 所在地 

資本金又 
は出資金 
(千円) 

事業の内容又
は職業 

議決権等の所
有(被所有) 
割合(％) 

関連当事者との
関係 取引の内容 取引金額 

(千円) 科目 期末残高 
(千円) 

親会社 ㈱カヤック 神奈川県
鎌倉市 788,109 コンテンツ (被所有) 

直接 62.4 

業務受託 
資金の借入 
債務被保証 

業務の受託 
（注１） 59,073 売掛金 14,022 

資金の返済 
（注２） 245,000 ― ― 

金融機関借入に対
する債務被保証 
（注３） 

290,001 ― ― 

賃貸借契約に対す
る債務被保証 
（注４） 

― ― ― 

(注) 
1. 取引条件ないし取引条件の決定方針については他の取引先と同様であります。
2. 資金の借入については、市場金利を勘案して利率を合理的に決定しており、2022 年８月

に 200,000 千円、2022 年９月に 45,000 千円の一括返済をしております。なお、担保
の提供はありません。

3. 当社の銀行借入にかかる債務保証を受けております。取引金額には、被債務保証の事業年
度末残高を記載しております。また、保証料の支払いは行っておりません。

4. 当社の不動産賃貸借契約に対して債務保証を受けており、当事業年度に支払った賃借料は
40,023 千円であります。また、保証料の支払いは行っておりません。
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（２）役員及び主要株主（個人の場合に限る。）等 

種類 
会社等の名
称又は氏名 

所在地 
資本金又 
は出資金 
(千円) 

事業の内容
又は職業 

議決権等
の所有(被

所有) 
割合(％) 

関連当事
者との関

係 
取引の内容 

取引金額 
(千円) 

科目 
期末残

高 
(千円) 

役員 古澤 明仁 ― ― 
当社代表 
取締役 

(被所有) 
直接２.0 

債務被保
証 

金 融 機 関 借
入 に 対 す る
債務被保証 
（注） 

24,900 ― ― 

(注) 当社の銀行借入にかかる債務保証を受けております。取引金額には、債務被保証の事業年度
末残高を記載しており、これにかかる保証料の支払いは行っておりません。なお、当該債務
は 2022 年 12 月に一括返済をしております。 

      

10．収益認識に関する注記 
（顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報） 

「１．重要な会計方針に係る事項に関する注記」の「(4)重要な収益及び費用の計上基準」に記載の
とおりであります。 

 
 

11．１株当たり情報に関する注記 
(1) １株当たり純資産額 109 円 65 銭 
(2) １株当たり当期純利益  57 円 88 銭 

 
 

12．重要な後発事象に関する注記 
（一般募集による新株式の発行） 

当社は、2022 年 11 月 30 日付で東京証券取引所グロース市場に株式を上場いたしました。この
上場にあたり、2022 年 10 月 25 日及び 2022 年 11 月９日開催の取締役会において、次のとおり
新株式の発行を決議し、2022 年 11 月 29 日に払込が完了いたしました。 

  
① 募集方法   ： 一般募集（ブックビルディング方式による募集） 
② 発行する株式の種類及び数 ： 普通株式 200,000 株 
③ 発行価格   ： １株につき 1,170 円 
 一般募集はこの価格にて行いました。 
④ 引受価額   ： １株につき 1,076.40 円 

この価額は当社が引受人より１株当たりの新株式払込金として受け取った金額であります。 
なお、発行価格と引受価額との差額の総額は、引受人の手取金となります。 

⑤ 払込金額   ： １株につき 909.50 円 
この金額は会社法上の払込金額であり、2022 年 11 月９日開催の取締役会において決定され

た金額であります。 
⑥ 資本組入額  ： １株につき 538.20 円 
⑦ 発行価格の総額  ： 234,000 千円 
⑧ 払込金額の総額  ： 181,900 千円 
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⑨ 資本組入額の総額  ： 107,640 千円 
⑩ 払込期日   ： 2022 年 11 月 29 日 
⑪ 資金の使途  ： 事業拡大に係る採用費及び人件費、借入金返済、新規サービス 

への投資資金 

  

27



独 立 監 査 人 の 監 査 報 告 書 

2022年12月27日 

ウェルプレイド・ライゼスト株式会社

取 締 役 会 御 中

監査法人A&Aパートナーズ 

東京都中央区 

指 定 社 員

業務執行社員 
公認会計士 齋藤 晃一 

指 定 社 員

業務執行社員 
公認会計士 松本 浩幸 

監査意見 

当監査法人は、会社法第436条第２項第１号の規定に基づき、ウェルプレイド・ライゼスト株式会社の2021年11月

１日から2022年10月31日までの第７期事業年度の計算書類、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動

計算書及び個別注記表並びにその附属明細書（以下「計算書類等」という。）について監査を行った。 

当監査法人は、上記の計算書類等が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、

当該計算書類等に係る期間の財産及び損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。 

監査意見の根拠 

当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準に

おける当監査法人の責任は、「計算書類等の監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が

国における職業倫理に関する規定に従って、会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任

を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。 

その他の記載内容 

その他の記載内容は、事業報告及びその附属明細書である。経営者の責任は、その他の記載内容を作成し開示す

ることにある。また、監査役及び監査役会の責任は、その他の記載内容の報告プロセスの整備及び運用における取

締役の職務の執行を監視することにある。 

当監査法人の計算書類等に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法人はその他

の記載内容に対して意見を表明するものではない。 

計算書類等に関する監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、その

他の記載内容と計算書類等又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか検討するこ

と、また、そのような重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注意を払うことにあ

る。 

当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、その事実を

報告することが求められている。 

その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。 

計算書類等に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任 

経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して計算書類等を作成し適正に

表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない計算書類等を作成し適正に表示するために

経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。 

計算書類等を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき計算書類等を作成することが適切であるかどう

かを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する

必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。 

監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。 
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計算書類等の監査における監査人の責任 

 監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての計算書類等に不正又は誤謬による重要な虚偽

表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から計算書類等に対する意見を

表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、計算書類

等の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。 

監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門

家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。 

・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査

手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分か

つ適切な監査証拠を入手する。 

・ 計算書類等の監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リス

ク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。 

・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理

性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。 

・ 経営者が継続企業を前提として計算書類等を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に

基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかど

うか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において計算書類等の

注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する計算書類等の注記事項が適切でない場合は、計算書

類等に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監

査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。 

・ 計算書類等の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠してい

るかどうかとともに、関連する注記事項を含めた計算書類等の表示、構成及び内容、並びに計算書類等が基礎とな

る取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。 

監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部

統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を

行う。 

監査人は、監査役及び監査役会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこ

と、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去又は軽減するために 

セーフガードを講じている場合はその内容について報告を行う。 

 

利害関係 

会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。 

 

以 上 
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 監　査　報　告　書 

 当監査役会は、2021年11月１日から2022年10月31日までの第７期事業年度の取締役の職務の執行に関 

 して、各監査役が作成した監査報告書に基づき、審議の上、本監査報告書を作成し、以下のとおり報告 

 いたします。 

 １．監査役及び監査役会の監査の方法及びその内容 

 （  1  ）  監  査  役  会  は、  監  査  の  方  針、  職  務  の  分  担  等  を  定  め、  各  監  査  役  か  ら  監  査  の  実  施  状  況  及  び  結  果  に  つ  い 

 て報告を受けるほか、取締役等及び会計監査人からその職務の執行状況について報告を受け、 

 必要に応じて説明を求めました。 

 （2）各監査役は、監査役会が定めた監査役監査の基準に準拠し、監査の方針、職務の分担等に従

 い、取締役、内部監査室その他の使用人等と意思疎通を図り、情報の収集及び監査の環境の整

 備に努めるとともに、以下の方法で監査を実施しました。

 ① 取締役会その他重要な会議に出席し、取締役及び使用人等からその職務の執行状況について

 報告を受け、必要に応じて説明を求め、重要な決裁書類等を閲覧し、本社及び主要な事業

 所において業務及び財産の状況を調査いたしました。

 ② 事業報告に記載されている取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するた

 めの体制その他株式会社及びその子会社から成る企業集団の業務の適正を確保するために

 必要なものとして会社法施行規則第100条第１項及び第３項に定める体制の整備に関する取

 締役会決議の内容及び当該決議に基づき整備されている体制（内部統制システム）につい

 て、取締役及び使用人等からその構築及び運用の状況について定期的に報告を受け、必要

 に応じて説明を求め、意見を表明いたしました。

 ③ 会計監査人が独立の立場を保持し、かつ、適正な監査を実施しているかを監視及び検証する

 とともに、会計監査人からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を

 求めました。また、会計監査人から「職務の遂行が適正に行われることを確保するための

 体制」（会社計算規則第131条各号に掲げる事項）を「監査に関する品質管理基準」（平成

 17年10月28日企業会計審議会）等に従って整備している旨の通知を受け、必要に応じて説

 明を求めました。

 以上の方法に基づき、当該事業年度に係る事業報告及びその附属明細書、計算書類（貸借対照表、損 

 益計算書、株主資本等変動計算書及び個別注記表）及びその附属明細書について検討いたしました。 
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 ２．監査の結果 

 （1） 事業報告等の監査結果

 ①  事  業  報  告  及  び  そ  の  附  属  明  細  書  は、  法  令  及  び  定  款  に  従  い、  会  社  の  状  況  を  正  し  く  示  し  て  い  る  も  の

 と認めます。

 ② 取締役の職務の執行に関する不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実は認め

 られません。

 ③ 内部統制システムに関する取締役会決議の内容は相当であると認めます。また、当該内部統

 制システムに関する事業報告の記載内容及び取締役の職務の執行についても、指摘すべき

 事項は認められません。

 ④ 事業報告に記載されている親会社等との取引について、当該取引をするに当たり当社の利益

 を害さないように留意した事項及び当該取引が当社の利益を害さないかどうかについての

 取締役会の判断及びその理由について、指摘すべき事項は認められません。

 （2）計算書類及びその附属明細書の監査結果

会計監査人監査法人A&Aパートナーズの監査の方法及び結果は相当であると認めます。

 2022年12月27日 

ウェルプレイド・ライゼスト株式会社　監査役会

 常勤監査役（社外監査役）岩﨑恵子 印 

 社外監査役　松本祐輝 印 

 社外監査役　山田洋司 印 
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株主総会参考書類 

議案及び参考事項 

第１号議案 ストック・オプションとして新株予約権を発行する件 
会社法第 236 条、第 238 条及び第 239 条の規定に基づき、当社の取締役（社外取締役を除く。）

及び従業員に対し、ストック・オプションとして発行する新株予約権の募集事項の決定を取締役会に
委任することにつきご承認をお願いするものであります。 

また、本議案は会社法第 361 条の規定に基づき当社の取締役（社外取締役を除く。）に対する報酬
等として新株予約権を付与することにつきましても、併せてご承認をお願いするものであります。 

本議案の新株予約権は、当社の取締役（社外取締役を除く。）及び従業員の員数・職位を基準とし
て割り当てられるものであり、またその額が一般的なオプション価値算定モデルであるブラック・シ
ョールズ・モデルを用いて算定されることから相当であると存じます。 

１．ストック・オプション制度を導入する目的及び有利な条件による発行を必要とする理由 
当社の取締役（社外取締役を除く。）及び従業員の業績向上に対する意欲や士気を高めるととも

に、優秀な人材を確保することを目的として、新株予約権を無償で発行するものです。 

２．新株予約権の発行要項 
(1)新株予約権の割当対象者

当社の取締役（社外取締役を除く。）及び従業員

(2)新株予約権の目的たる株式の種類及び数
普通株式 13,500 株を上限とする。
なお、当社が株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により目的となる株式の数を調整す

るものとする。ただし、かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約
権の目的となる株式の数について行われ、調整の結果生じる１株未満の端数については、これを切
り捨てるものとする。

調整後株式数＝調整前株式数×分割・併合の比率 

(3)新株予約権の総数
13,500 個を上限とする。そのうち、当社の取締役（社外取締役を除く。）に付与する個数は

2,700 個を上限とする(新株予約権１個につき普通株式１株､但し､前記(2)に定める株式の数の調整
を行った場合は､同様の調整を行う)。

(4)新株予約権と引換えに金銭を払い込むことの要否
新株予約権と引換えに金銭を払い込むことを要しない。
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(5)新株予約権の行使に際して出資される財産の価額 
各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、新株予約権を行使することにより交付を

受けることができる株式１株当たりの払込金額（以下「行使価額」という。）に当該新株予約権に
係る付与株式数を乗じた金額とする。行使価額は以下のとおりである。 

当該新株予約権の割当日の属する月の前月の各日（取引が成立しない日を除く。）の東京証券取
引所における当社普通株式の普通取引の終値（気配表示を含む。）の平均値に 1.05 を乗じた金額
（１円未満の端数は切り上げる。）又は割当日の終値（取引が成立しない場合はそれに先立つ直近
日の終値）のいずれか高い金額とする。 

なお、新株予約権の割当日の後、当社が株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により行
使価額を調整し、調整による１円未満の端数は切上げる。 

 

調整後行使価額＝調整前行使価額× １ 
分割・併合の比率 

 
また、当社が時価を下回る価額で新株を発行する場合または自己株式を処分する場合（新株予約

権の行使によるものを除く。）は、次の算式により行使価額を調整し、調整による 1 円未満の端数
は切り上げる。 

 
 既発行株式数＋ 新規発行株式数×１株当たり払込金額 

調整後 
行使価額 ＝ 調整前 

行使価額 × １株当たりの時価 
既発行株式数＋新規発行株式数 

 
 
上記算式において「既発行株式数」とは、当社の発行済株式総数から当社が保有する自己株式数

を控除した数とし、自己株式の処分を行う場合には「新規発行」を「自己株式の処分」、「１株当た
り払込金額」を「１株当たり処分金額」と読み替えるものとする。 

なお、本総会決議日後、行使価額の調整を必要とするやむを得ない事由が生じたときは、合理的
な範囲で必要と認められる行使価額の調整を行うものとする。 

 
(6)新株予約権の行使期間 

2025 年 11 月１日から 2030 年 10 月 31 日までとする。ただし、行使期間の最終日が当社の
休業日に当たるときは、その前営業日を最終日とする。 

 
(7)新株予約権の行使の条件 

①新株予約権の割当てを受けた者は、権利行使時においても、当社の取締役、従業員の地位にある
ことを要す。 

②上記①の規定にかかわらず、本新株予約権者が死亡した場合、本新株予約権者の相続人は、本新
株予約権者の死亡の日より 1 年間経過する日と行使期間満了日のいずれか早い方の日に至るまで
に限り、本新株予約権者が生存していれば行使できるはずであった本新株予約権を行使すること
ができる。 

③上記①及び②の規定にかかわらず、本新株予約権者が死亡した場合で、当社が諸般の事情を考慮
の上、当該本新株予約権者の相続人による本新株予約権の行使を書面により承認した場合は、当
該本新株予約権者の相続人は、本新株予約権者が生存していれば行使できるはずであった本新株
予約権を行使することができる。 
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④上記②及び③に定める場合を除き、本新株予約権の相続による承継は認めない。また、本新株予
約権者の相続人が死亡した場合の、本新株予約権の再度の相続も認めない。 

⑤本新株予約権者は、本新株予約権を、次の各号に掲げる期間において、既に行使した本新株予約
権を含めて当該各号に掲げる割合の限度において行使することができる。この場合において、か
かる割合に基づき算出される行使可能な本新株予約権の個数につき１個未満の端数が生ずる場合
には、かかる端数を切り捨てた個数の本新株予約権についてのみ行使することができるものとす
る。 

イ 2025 年 11 月１日から 2026 年 10 月 31 日 
当該本新株予約権者が割当を受けた本新株予約権の総数の３分の１ 

ロ 2026 年 11 月１日から 2027 年 10 月 31 日 
当該本新株予約権者が割当を受けた本新株予約権の総数の３分の２ 

ハ 2027 年 11 月１日から行使期間の末日まで 
当該本新株予約権者が割当を受けた本新株予約権の総数のすべて 

⑥新株予約権割当契約書に定める当社による取得事由が発生した場合は、行使することができな
い。但し、当社取締役会で特に認めた場合はこの限りでない。 

⑦その他の条件については、別途当社と新株予約権者との間で締結する「新株予約権割当契約」に
定めるところによる。 

 
(8)新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金 

本新株予約権の行使により株式を発行する場合においては､会社計算規則第 17 条第１項に従い算
出される資本金等増加限度額の２分の１を資本金に計上し（計算の結果生じる１円未満の端数は､
これを切り上げた額を資本金に計上する）、その余りを資本準備金として計上する。 

 
(9)譲渡による新株予約権の取得の制限 

譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による承認を要するものとする。 
 
  
(10)新株予約権の取得条項 

①当社は、新株予約権の割当を受けた者が（7）に定める規定により権利を行使する条件に該当し
なくなった場合、及び新株予約権者が新株予約権の全部または一部を放棄した場合には新株予約
権を無償で取得することができる。 

②当社が吸収合併消滅会社もしくは新設合併消滅会社となる吸収合併契約もしくは新設合併契約、
当社が株式交換完全子会社となる株式交換契約もしくは当社が株式移転完全子会社となる株式移
転計画、または当社が吸収分割会社となる吸収分割契約もしくは新設分割会社となる新設分割計
画について株主総会の承認（株主総会の承認を要しない場合は取締役会決議）がなされ、かつ、
当社が取締役会決議により募集新株予約権の取得を必要と認めて一定の日を定め、当該日が到来
したときは、当該日に当社は本新株予約権を無償で取得することができる。 

③その他の取得事由及び取得条件については、取締役会決議に基づき、別途当社と本新株予約権の
割当てを受けた者との間で締結する「新株予約権割当契約」に定めるところによる。 
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(11)組織再編行為の際の新株予約権の取扱い
当社が合併（当社が合併により消滅する場合に限る。）、吸収分割、新設分割、株式交換または株

式移転（以下これらを総称して「組織再編行為」という。）をする場合において、組織再編行為の
効力発生の時点において残存する新株予約権（以下「残存新株予約権」という。）の新株予約権者
に対し、それぞれの場合につき、会社法第 236 条第１項第 8 号イからホまでに掲げる株式会社
（以下「再編対象会社」という。）の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとす
る。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を新たに発行する
ものとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、合併契約、
吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画において定めた場合に限るものと
する。 

①交付する再編対象会社の新株予約権の数
残存新株予約権の新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するもの
とする。

②新株予約権の目的たる再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。

③新株予約権の目的たる再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案の上、前記(2)に準じて決定する。

④新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘
案の上、前記（5）に準じて決定する。

⑤新株予約権を行使できる期間
前記（6）に定める新株予約権の行使期間の初日と組織再編行為の効力発生日のいずれか遅い
日から、前記（6）に定める新株予約権の行使期間の末日までとする。

⑥新株予約権の行使により再編対象会社が株式を発行する場合における増加する資本金及び資本
準備金に関する事項
前記（8）に準じて決定する。

⑦譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会（再編対象会社が取締役会
設置会社でない場合には取締役の過半数）の承認を要するものとする。

⑧新株予約権の取得事由及び条件
前記（10）に準じて決定する。

(12)新株予約権の行使により発生する端数の処理
新株予約権を行使した新株予約権者に交付する株式の数に１株に満たない端数がある場合には、

これを切り捨てるものとする。 
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